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九州工学教育協会　前期常務理事　古川　明徳

　九州工学教育協会(以下、九工教)では、大学・高専の先生方と企業の方々の情報交換の

場として産学交流会を開催することとし、一昨年(平成21年度)の第1回(九州大学箱崎

キャンパス)に引き続き、第2回を平成22年12月14日に九州工業大学戸畑キャンパスに

おいてテーマを「今日の学生気質と人材育成・工学教育」に掲げ、開催致しました。第2回

の開催地を地場企業が多い北九州に致しましたことが効を奏したのでしょうか、17企

業(第1回は8)、9大学(4)、3高専(3)から計58名(40)と第1回より多数の方々のご参加を

得ることができました。関係諸氏に厚くお礼申し上げます。

　交流会は、九工教会長の日野伸一先生のご挨拶から始まり、九州工業大学副学長の尾

家祐二先生に｢多様な視点からの教育・学習環境改善｣との題で基調講演を頂戴致しまし

た。ご講演では、学習者の視点・知識を活用する視点・国際的視点・産業界からの視点のそ

れぞれに立脚した取組みが紹介され、九州工業大学の教職員の先生方の熱意と工学教育

に求められる多面性を認識致しました。そして休憩の後、｢採用と求める人材｣、｢特色あ

る教育プログラム｣、｢留学生・グローバル展開｣をキーワードにパネルディスカッション

を行いました。パネリストには北九州工業高等専門学校の塚本　寛先生、TOTOビジ

ネッツ（株）の野添和也様、日鐵運輸（株）の川崎順一様、（株）谷川建設の大近総子様、西日

本工業大学の菊池重昭先生の5名の方々をお招きし、それぞれに話題提供を頂戴したの

ち、九州大学の小松利光先生の司会で意見交換に移りました。

　会場において発言された意見･声で私が記憶に留めていますもの(独断的であります

ことはご容赦下さい)を箇条書きでつぎに記します。

 ・学生はケアし過ぎると自分で考えなくなる。自分で考え自己管理と思考整理ができる

ように育てることが必要。ただし、これらを学習成果としてどう評価するかについて

は今後の課題

である。

 ・学生のレベル

向上には、学学

連携や産学連

携が今まで以

上に必要では

ないか。

 ・日本は小・中学

校、高校そして

大学に入るまで学校の勉強だけで評価してきている。それを大学卒業の学生には学校

の勉強に加え、人間力を求めても無理があるのではないか。企業が求める人間力と学

生の力にはミスマッチがあるように思う。

 ・採用試験時の面接において、会社で何がやりたいのかが分からない学生がいる。何を

やりたいかを明確にしている学生は会社に入って鍛えればなんとかなると思う。ただ

し、会社も自己実現の場を提供できないようになりつつある。

 ・高校の先生にも大学の学部で何を勉強させているかを高校生に説明できていない。そ

れで大学に入学した時から進路のミスマッチがあるのではないか。

 ・留学生の存在は、日本人学生に刺激を与えている。しかし留学生が良く勉強すること

を嫌がって遠ざかる学生もいる。

 ・自分がその学部に合うかどうかの見極めができないまま入学する者がいる。大くくり

に幅広く入学させることもよいので

はないか。

 ・会社の採用では、やはり体育会系が

社会で必要な組織で働くための訓練

ができているため人気がある。

 ・この産学交流会の場で、若者をどの

ように教育すべきか、企業と大学の

ミスマッチの問題をどうするかなど

を、検討していく必要があるのでは

ないか。

 ・日本では大学入学年齢が17歳から

20歳程度に限られているが、欧米で

は18歳から30歳に分布している。企

業がこのような卒業生を受け入れる

ことは?

 ・学部では課題解決能力を、大学院で

は課題発見能力を養う。

 ・地元企業への就職と親の希望。親元

で就職する人間は成長しない傾向に

あるのでは?

 ・グローバルに活躍できる人材を採用する傾向。

　企業・大学・高専のそれぞれの立場からの様々な経験談、意見・提案が出され、パネル

ディスカッションに2時間弱（第1回では1時間を準備）割り当てたにもかかわらず瞬く

間に経過してしまいました。その自由討論の雰囲気はそのまま懇親会場へと持ち込ま

れ、アルコールも入ってにぎやかな歓談（写真-3）がなされていました。

　第2回交流会が盛会となりましたことに、講師・パネリストそしてご参加の皆様に厚く

お礼を申し上げます。また、今回の交流会の開催に際し、九州工業大学の教職員の皆様に

は会場をお貸し頂き設営から進行まで適切なご対応を頂戴しました。ここに記して謝意

を表します。本当に有難うございました。この交流会を企画しています産学教育連携活

動WGでは、参加されました皆様方から頂戴しましたアンケート結果をもとに第3回産

学交流会の開催を検討致し、平成23年12月13日(火)に九州大学箱崎キャンパス(第1回

と同じ会場)において｢大学・高専における社会人教育と産学連携<仮>｣をテーマに開催

することを予定しております。福岡・北九州地区に在住の企業に加えて佐賀・熊本地区の

方々にもご参加頂き、これまで以上に議論が盛り上がることを願っております。会員皆

様のご参集を心よりお待ち申し上げます。

　終わりに九州工学教育協会では、産学教育連携活動WGの企画としてこの産学交流会

の開催とともに、企業会員の皆様に｢大学・高専における社会人・企業技術者向けセミ

ナー等の開催情報｣を提供しております。この種の情報をお持ちの方はご連絡お願い申

し上げます。また連携活動WGでは12月の九工教ニュースの発行に合わせて新企画を検

討中であります。企画がまとまりましたらご依頼・ご案内を差し上げますのでご協力の

ほどお願い申し上げます。

報　告

第2回 産学交流会報告

写真-3　懇親会での一風景

写真-2　大近総子氏による話題提供

写真-1　九工教会長　日野伸一先生の御挨拶
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平成23年　1月12日（水）

平成23年　1月12日（水）

平成23年　2月　8日（火）

平成23年　2月　8日（火）

平成23年　5月10日（火）

平成23年　6月16日（木）

（今後の予定）
平成23年　7月12日（火）

平成23年　9月　8日（木） 
～10日（土）

平成23年11月24日（木）
　25日（金）

平成23年12月13日（火）

平成23年12月中旬
　
平成24年　1月10日（火）

平成24年　2月　7日（火）

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

平成22年度 運営委員会（午前）
九州工学教育協会賞の選考及び日本工学教育協会賞の推薦等
を審議

平成22年度 第2回常任理事会（午後）
九州工学教育協会役員の交代、平成22年度会務報告・同見込
決算報告、平成23年度事業計画（案）・同予算（案）、九工教会則
の一部改正、第13回九州工学教育協会賞の選考及び第20回
日本工学教育協会賞の推薦等を審議

平成22年度 第2回理事会、総会、九工教協会賞表彰式
九州工学教育協会役員の交代、平成22年度会務報告・同見込
決算報告、平成23年度事業計画（案）・同予算（案）、九工教会則
の一部改正等を審議
総会終了後、九州工学教育協会賞の表彰式を実施

平成22年度 講演会
理事会、総会に続いて、講演会を開催（講師3名） 

平成23年度 第1回常任理事会　　
平成22年度決算報告、平成23年度役員、平成23年度事業計
画、平成23年度予算（案）、平成23年度第1回理事会・施設見学
会等を審議

「九工教ニュース No.28」発行

平成23年度 第1回理事会・施設見学会
第1回理事会（会場：大山ダム建設所　会議室）
施設見学会（独立行政法人　水資源機構　大山ダム建設所（大
分県日田市大山町））

日工教第59回年次大会、工学・工業教育研究講演会、日本工学
教育協会賞授賞式、特別講演等
（会場：北海道大学大学院工学研究院）

平成23年度 九州沖縄地区国立高等専門学校教員研修会
（担当：久留米工業高等専門学校）

平成23年度 第3回産学交流会
（会場：九州大学職員会館（福岡市東区箱崎））

「九工教ニュース No.29」発行

平成23年度 運営委員会・第2回常任理事会

平成23年度 第2回理事会、総会、九工教協会賞表彰式、講演会

総会、九工教協会賞表彰式、講演会については、別途ご案内します。

九工教の活動（平成22年12月以降）
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下記のとおり施設見学会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

1　日　　時　　平成23年7月12日（火）9:00集合・9:15出発

2　集合場所　　JR博多駅筑紫口 観光バス駐車場（ホテルセントラーザ前）

3　見学場所　　独立行政法人 水資源機構 大山ダム建設所（大分県日田市大山町）

4　スケジュール

5　参加人員　　定員40名（大型バス1台）

6　参 加 料　　1,000円（当日、受付の際に集めます。）

7　昼　　食　　九州工学教育協会で用意いたします。

8　申込締切日　　平成23年6月13日（月）まで
ただし、定員40名（先着順）になり次第締め切らせていただきます。

9　申 込 先　　九州工学教育協会事務局
〒819-0395 福岡市西区元岡744番地
九州大学工学部等総務課庶務係内
TEL 092-802-2728　FAX 092-802-2712
E-mail:koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp

10　そ の 他　　見学会の参加申し込みをされた方には、後日改めてご連絡させていただきます。

平成23年度 九州工学教育協会施設見学会の開催案内

9:00

9:15

10:55

11:00

12:00

13:00

15:00

15:30

16:40

18:10

集合　JR博多駅筑紫口　観光バス駐車場（ホテルセントラーザ前）

JR博多駅筑紫口　出発（貸切バス）

大山ダム建設所　着

九工教第1回理事会 （理事-----------大山ダム建設所　会議室）
　　　　　　　　   （一般会員------大山ダム建設所内　見学）

昼食（大山ダム建設所内）

大山ダム建設所内　見学

大山ダム建設所内　発

サッポロビール　九州日田工場　見学

サッポロビール工場　発

JR博多駅筑紫口観光バス駐車場　着・解散
（ホテルセントラーザ前）

お知らせ
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制　　定 ： 昭和27年9月9日
最終改正 ： 平成23年4月1日

（総　則）
第 1 条　この会は、九州工学教育協会と称する。
第 2 条　この会は、事務局を福岡市西区元岡744番地 九州大学工学部内に置く。
（目的及び事業）
第 3 条　この会は、官庁及び産業界と工学に関係のある大学及び高等専門学校との連繋を密にし、大学及び高等専門学校並びに産業界
に於ける工学教育の振興をはかると共に、わが国産業の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条　この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（1）官庁及び産業界と大学及び高等専門学校の連絡並びに協力
（2）工学教育に関する研究及び調査とその成果の普及及び利用
（3）日本工学教育協会との連絡、提携及び日本工学教育協会会費の取継事務
（4）その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
（会　員）
第 5 条　この会の会員は、団体会員と個人会員とする。
2　この会は、次の地域内に在住する会員をもって組織する。
　  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
3　個人会員は、大学及び高等専門学校の教員並びに官庁・企業の職員その他とする。
4　団体会員は、工学に関係のある企業、官庁、大学、高専その他の団体とする。
（役　員）
第 6 条　本会に次の役員を置く。

会　　長　1名 副 会 長　4名
常務理事　1名 常任理事　若干名
理　　事　50名以内 監　　事　2名

第 7 条　役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第 8 条　役員の選任は次の通りとする。
（1）理事及び監事は会員の互選による。
（2）会長、副会長は理事の中から理事会で選出する。
（3）常任理事は、理事会が推薦する。
（4）常務理事は、常任理事会が推薦する。
第 9 条　会長は本会を代表し、一切の会務を総括し、理事会及び総会の議長となる。
第10条　副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、これを代行する。
第11条　監事は会の財産、経理及び理事の業務執行を監査する。
第12条　常任理事会は、会長の諮問に答申し、また、本会の重要事項を協議し、これを議決する。
（会　議）
第13条　会議を分けて総会、理事会、常任理事会とする。理事会及び常任理事会は会議員の半数以上の出席がなければ成立しない。
第14条　総会は年1回これを開き、他の会議は必要に応じて開催する。
第15条　常任理事会は、種々の課題について研究討議するため、専門委員会を置くことができる。
（会　計）
第16条　本会の経費は会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。
第17条　会費は、個人会費と団体会費に分けて年額、次のとおりとする。
（1）個人会費

個人正会員 1,000円
フェロー会員 1,000円
（ただし、フェロー会員にあっては、15,000円（15年相当分）を前納するものとする。）

（2）学校団体会費
国立大学 50,000円
（九州大学は、100,000円）
私立大学・高専 30,000円

（3）企業団体会費 1口　5,000円　以上
（4）その他官公庁等 10,000円
2　既納の会費は、中途退会した場合であっても返還しないものとする。
第18条　この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条　この会の予算決算は、理事会の承認を経て総会に報告する。
（会則の変更）
第20条　この会則の変更は、総会に於いて出席者の半数以上の賛成を得なければならない。

附　則
　昭和27年9月9日制定、昭和33年1月28日改正、昭和34年1月23日改正、昭和38年11月22日改正、昭和43年2月16日改正、昭和50年
2月28日改正、昭和55年2月1日改正、昭和56年2月4日改正、昭和60年2月12日改正、平成2年2月5日改正、平成 3年7月22日改正、平成
7年2月6日改正、平成8年2月5日改正、平成11年2月1日改正、平成14年2月4日改正。

附　則（平成19年5月15日）
　この会則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則（平成22年2月16日）
　この会則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則（平成23年2月8日）
　この会則は、平成23年4月1日から施行する。

九州工学教育協会会則
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制　　定 ： 昭和27年9月9日
最終改正 ： 平成23年4月1日

（総　則）
第 1 条　この会は、九州工学教育協会と称する。
第 2 条　この会は、事務局を福岡市西区元岡744番地 九州大学工学部内に置く。
（目的及び事業）
第 3 条　この会は、官庁及び産業界と工学に関係のある大学及び高等専門学校との連繋を密にし、大学及び高等専門学校並びに産業界
に於ける工学教育の振興をはかると共に、わが国産業の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条　この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（1）官庁及び産業界と大学及び高等専門学校の連絡並びに協力
（2）工学教育に関する研究及び調査とその成果の普及及び利用
（3）日本工学教育協会との連絡、提携及び日本工学教育協会会費の取継事務
（4）その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
（会　員）
第 5 条　この会の会員は、団体会員と個人会員とする。
2　この会は、次の地域内に在住する会員をもって組織する。
　  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
3　個人会員は、大学及び高等専門学校の教員並びに官庁・企業の職員その他とする。
4　団体会員は、工学に関係のある企業、官庁、大学、高専その他の団体とする。
（役　員）
第 6 条　本会に次の役員を置く。

会　　長　1名 副 会 長　4名
常務理事　1名 常任理事　若干名
理　　事　50名以内 監　　事　2名

第 7 条　役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第 8 条　役員の選任は次の通りとする。
（1）理事及び監事は会員の互選による。
（2）会長、副会長は理事の中から理事会で選出する。
（3）常任理事は、理事会が推薦する。
（4）常務理事は、常任理事会が推薦する。
第 9 条　会長は本会を代表し、一切の会務を総括し、理事会及び総会の議長となる。
第10条　副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、これを代行する。
第11条　監事は会の財産、経理及び理事の業務執行を監査する。
第12条　常任理事会は、会長の諮問に答申し、また、本会の重要事項を協議し、これを議決する。
（会　議）
第13条　会議を分けて総会、理事会、常任理事会とする。理事会及び常任理事会は会議員の半数以上の出席がなければ成立しない。
第14条　総会は年1回これを開き、他の会議は必要に応じて開催する。
第15条　常任理事会は、種々の課題について研究討議するため、専門委員会を置くことができる。
（会　計）
第16条　本会の経費は会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。
第17条　会費は、個人会費と団体会費に分けて年額、次のとおりとする。
（1）個人会費

個人正会員 1,000円
フェロー会員 1,000円
（ただし、フェロー会員にあっては、15,000円（15年相当分）を前納するものとする。）

（2）学校団体会費
国立大学 50,000円
（九州大学は、100,000円）
私立大学・高専 30,000円

（3）企業団体会費 1口　5,000円　以上
（4）その他官公庁等 10,000円
2　既納の会費は、中途退会した場合であっても返還しないものとする。
第18条　この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条　この会の予算決算は、理事会の承認を経て総会に報告する。
（会則の変更）
第20条　この会則の変更は、総会に於いて出席者の半数以上の賛成を得なければならない。

附　則
　昭和27年9月9日制定、昭和33年1月28日改正、昭和34年1月23日改正、昭和38年11月22日改正、昭和43年2月16日改正、昭和50年
2月28日改正、昭和55年2月1日改正、昭和56年2月4日改正、昭和60年2月12日改正、平成2年2月5日改正、平成 3年7月22日改正、平成
7年2月6日改正、平成8年2月5日改正、平成11年2月1日改正、平成14年2月4日改正。

附　則（平成19年5月15日）
　この会則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則（平成22年2月16日）
　この会則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則（平成23年2月8日）
　この会則は、平成23年4月1日から施行する。

九州工学教育協会会則 あとがき

九工教ニュース28号をお届けします。

　2011年3月11日午後2時46分ごろ発生した東北地方太平洋沖地震は、未曽
有の大地震であり、津波や建物の崩壊などにより数多く命を奪い、甚大な直接
被害を及ぼしました。加えて、地震による津波により、福島第一原子力発電所
では過去にない原子力事故が発生し、激甚災害となるにいたっています。大地
震により亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に
心からお見舞いを申し上げます。工学が大地震の被害を最小に食い止められ
たかという検証からはじまって、今後、工学が社会に果たすべき責務を再認識
して、そのための工学教育をどう推進していくかということを工学に関わる
教育者は議論する必要があるかと考えます。
　今回は、まず巻頭言として、大分工業高等専門学校の大城桂作氏に、さらに
寄稿として、有明工業高等専門学校の焼山廣志氏、鹿児島工業高等専門学校の
塚本公秀氏、日立金属（株）の今西幸平氏、三井化学（株）の林竜也氏にご執筆い
ただきました。皆様に厚くお礼を申し上げます。寄稿は、「工業教育に思うこ
と」、「求人活動を通して」、「産学連携活動について」あるいは「会員への企業紹
介」等の話題でご執筆をお願いしているものであり、今後とも会員の皆様のご
協力をお願いしていく次第です。よろしくお願いします。
　うれしいご報告として、昨年度（平成22年度）日本工業教育協会賞として、
九工教からご推薦していました、有明工業高等専門学校の焼山廣志氏が業績
賞を、長崎大学工学部（団体）（代表 林 秀千人氏）が著作賞を受賞されました
ことをご報告しておきます。心から、お祝いを申し上げます。4月から、九工教
の平成23年度がスタートし、例年通りの活動を予定しています。引き続き、会
員増を目指す課題にも取り組んでいかねばならないところです。今後の九工
教の活動に対して、皆様の一層のご支援、ご協力をお願いする次第です。
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　九工教ニュースは年2回（6月、12月）発行です。九工教ニュースへの
ご投稿をお願いいたします。内容は工学教育、企業内教育などに関するも
ので、皆様にお知らせしたいことなら何でも結構です。原稿は、手書き文書、
FAX、E-mailのいずれでもお送りください。0.5～ 1ページにおまとめく
ださい。
　次号は12月の予定です。

文責
九州工学教育協会常務理事　山﨑伸彦（九州大学大学院工学研究院 教授）
E-mail: yamasaki@aero.kyushu-u.ac.jp
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